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資料３

田子町からの質問に対する回答

答 原状回復方針において、土壌環境基準を満たす汚泥や堆肥様物等最終的に土壌に還元

される性質のものについては、原状回復対策推進協議会などで十分説明し、有効な再利

用の方途について検討していただき、住民の方々のコンセンサスが得られる場合には現

地で有効活用するとしています。

したがって、原状回復対策推進協議会の了解を得る必要があると考えていますが、ど

のように住民のコンセンサスを得るかについては、今後検討することとしています。

答 環境基準とは、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持することが望まし

い基準として国が定めたもので、行政上の政策目標とされています。

したがって、土壌の環境基準を満たすことが、覆土の再利用にあたっての条件と考え

ています。

環境基準を満たすことで、臭気についても問題はないものと考えておりますが、明ら

かに臭気が感じられる場合には、青森県原状回復対策推進協議会等で専門家の意見をい

ただきながら、対処方法を検討したいと考えています。

問１ 青森県の原状回復の基本方針と本格撤去計画について

当町としては、青森県の原状回復の基本方針にはいささかの変更も無いと考

えておりますが、仮に再利用を計画するとした場合においては、どのような方

法で住民のコンセンサス（合意）を得るのかお尋ねします。

問２ 普通産廃や覆土の判定方法について

判定基準が法令に基づく公定法による環境基準値だけでいいものか、住民と

してはまだまだ不安があるところです。一例とすれば、旧ラグーンと呼ばれて

いた現在の水処理施設の箇所における水質は、環境モニタリング調査において

環境基準を満たす中でも化学物質の臭気がしており、昔の自然環境とは異なる

ものでした。これらのことからも、いくら環境基準を満たすとはいえ、有機溶

剤臭などの臭いがするものを現場で再利用することは如何なものでしょうか。

それについてのご見解をお尋ねします。
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答 現場では当初、２５か所のボーリング調査や９測線の高密度電気探査を始めとして、

これまで１００検体を超える分析調査を行い、これらの各種調査結果に基づき、現場の

廃棄物の分布状況を推測しています。

推測された分布状況から、20ｍ×20ｍ×2.5ｍのブロックごとに廃棄物の性状を管理

することとしています。

普通産業廃棄物のみの許可を有する処理施設で処理する場合には、既往調査結果で普

通産業廃棄物と推定されているブロックについて、改めて公定法による分析を行います。

その結果、普通産業廃棄物であることが確認された場合にのみ、当該処理施設で処理

することとしているものであり、改めて普通産廃と特管産廃の区分を行う必要がないと

いうことではありません。

なお、現場の廃棄物の調査に、特別管理産業廃棄物を扱う国家資格は必要ありません。

問３ 本格撤去マニュアルに関して

（１）廃棄物区分について

① 普通産廃と特管産廃及び覆土は既往調査結果に基づき区分するとあるが、

廃棄物ブロックごとに調査が判明しているのか。また、今後調査を行うとし

たらいつ行いどう管理されるのか。

② 既往の調査で普通産廃と特管産廃とが区分されているということをこのマ

ニュアルは前提にしているが、既往調査は10ｍ×10ｍ面積の1ｍ毎の詳細調査

なのか。もし、詳細調査ならば、深度毎に普通産廃か特管産廃かは既知のは

ずで、普通産廃と思われる地点での土壌調査結果(普通産廃の場所はどこか。

普通産廃の部位と全体の量)を町にお知らせ頂きたい。

③ 既往調査結果により、改めて普通産廃か特管産廃かの区分を行う必要がな

いということが前提のようであるが、特別管理産業廃棄物を扱うには資格が

必要であり、その当時、どういう国家資格を有するどなたが調査したのかお

知らせ頂きたい。
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答

① 覆土の判定結果につきましては、これまでの各種モニタリング結果と同様に、田子

町に文書で通知するとともに、県境不法投棄事案に関する県のホームページや広報紙

等でお知らせする予定です。

② 覆土及び地山の判定は、土壌の汚染に係る環境基準に定められた項目について公定

法により測定を行うこととしています。

また、普通産業廃棄物の確認分析は、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に定

められた項目について公定法により測定を行うこととしています。

これらについては、その旨マニュアルにも記載しています。

答

① 地山の調査は、年度ごとに数回、複数か所をまとめて行う予定です。

実施時期は、年度当初に計画し、その日程をあらかじめ田子町へお知らせする予定

です。また、実施時期が近づきましたら、町民の皆さまへもお知らせする予定です。

② 廃棄物撤去後の地山については、住民の立ち会いのもと、掘削作業員、現場常駐監

理者及び県職員がこれまでの掘削・撤去における知見をもとにして確認をします。

確認作業は、重機による掘削を行い、慎重に確認を行います。

土壌の分析確認は、住民からの依頼の有無に関わらず、目視確認の後で必ず行うこ

ととしており、その旨マニュアルにも記載しています。

問３ 本格撤去マニュアルに関して

（２）覆土分析判定方法について

① 土壌に汚染がないことを町と住民に情報公開する仕組み（分析結果、何時、

どこで、どのように行ったのか、分析精度など）をお知らせいただきたい。

② 測定項目をガスだけに限った理由は（地山、普通産廃も同じ）何か。

問３ 本格撤去マニュアルに関して

（３）地山の分析・判定方法について

① 公開のもと行うとあるが、日程はおおむね何日前に地元に知らされるのか。

② 廃棄物撤去後の地山表層を目視確認というが、誰が行うのか。住民立ち会

いであれば住民から疑義があり土壌分析の依頼があった場合の取り扱いに関

して示して頂きたい。
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答

① 県の文書保存期限に関わらず、普通産業廃棄物、覆土及び地山の確認分析結果等は、

本事業の終了まで保管します。

答

① 廃棄物の撤去量は、特別管理産業廃棄物処理施設と普通産業廃棄物処理施設それぞ

れへの搬出量として集計し公表しています。

② 水分調整用石灰は、廃棄物の性状や掘削場所が変更となった場合、混合量を変えて

試験を行い最適な使用量を決定しています。今年度については１㎥当たり50㎏を混合

しています。

また、石灰の使用量については、必要な都度、お知らせします。

問３ 本格撤去マニュアルに関して

（４）掘削手順について

① その都度の掘削時に普通産廃か特管産廃かの判定あるいは掘削場所などの

記録（写真を含む）は本事業の終了まで保管することになっているのかお知

らせ頂きたい。

問３ 本格撤去マニュアルに関して

（５）撤去量などの公表について

① 掘削量及び撤去量を普通産廃と特管産廃とを区分けして公表して頂きたい。

② 水分調整に使用した石灰量はその都度では大変なのかも知れないが、１日

ごとにあるいは廃棄物の撤去量に応じて何ｋｇ使用したのかを公表して頂き

たい。
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答 シートは、1.5ｍごとにロープで押さえ、さらに、風により巻き上げられないよう、

青森県産の間伐材を3ｍごとに設置し、ロープで結束しています。

端部は、丸太杭や側溝等を利用し、ロープを固定しています。

答 石等の洗浄処理にあたっては、洗い流すことで付着した物質を十分に除去できると考

え、基本的に水で洗浄することとしております。

なお、洗浄後の水は、浸出水処理施設において処理します。

また、石等とは、石、礫、岩等を考えております。

問３ 本格撤去マニュアルに関して

（６）キャッピング工設置手順・管理について

遮水シートはどのように固定するのかお知らせ頂きたい。

問３ 本格撤去マニュアルに関して

（７）選別工程の管理について

① 石等の洗浄処理において、油や酸・アルカリ、汚染物質の洗浄方法及び洗

浄後の水や薬剤の処理方法とその流れをお知らせ頂きたい。

② 洗浄処理した石等を再利用すると言うが、その石が安全だとどう保証する

のか。その根拠やその時の測定方法をお知らせ頂きたい。

③ 石等の定義をお知らせ頂きたい。



- 6 -

答 運搬業者は、運行開始前の点呼時において、対面による聴取りなどの方法により、飲

酒・酒気帯びを含めて運転手の健康状態に問題がないことを確認した上で運行させてい

ます。

答

① 緊急時対応表―１における荒天時は、大雨警報、洪水警報、大雪警報、暴風雪警報、

暴風警報が発表された状況、又は不法投棄現場がそれに相当する状況になった場合を

想定しています。

② 八戸工業大学が現場内の２か所に風量計や雨量計等を設置しています。

③ 発生した緊急事態への対応策の実施結果、天候の回復状況等についての現場からの

報告を基に、県境再生対策室長が作業再開又は停止の判断をします。

④ 発生した事案の内容、発生した地域、関係する地域や団体等を個別に判断して連絡

します。

⑤ 積雪期間や荒天時等において、気象情報、現場及び道路の状況等を確認の上、作業

中止の必要がある場合は、県境再生対策室から各業者にその旨指示します。

問３ 廃棄物本格撤去マニュアルについて

（８）運搬マニュアル―管理体制について

運搬業者は運行開始前に、バス会社のように飲酒・酒気帯びでないことを確

認する検査等を行っているのかお知らせ頂きたい。

問３ 廃棄物本格撤去マニュアルについて

（９）緊急時対応表について

① 荒天時の定義をお知らせ頂きたい。

② 風量計や雨量計など測定装置はどこにあり、どのような種類かをお知らせ

頂きたい。

③ 作業開始・停止の判断は、誰が責任者となり行うかをお知らせ頂きたい。

④ 「緊急対応表」によると、必要に応じて関係機関へ対応策や実施結果を報

告するとあるが、その判断基準をお知らせ頂きたい。

⑤ 積雪期間や荒天時に、道路状況等から、住民から作業中止を申し入れた時

の対応体制をお知らせ頂きたい。










